
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

高

病

原

性

鳥

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

の

発

生

に

伴

う

畜

産

課

家

畜

等

の

移

動

の

禁

止

の

廃

止

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

公

共

測

量

の

終

了

〃

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和３年１月８日 第１２２５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ラ
ベ
ン
ダ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
尺
所
二
四
五
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ラ
ベ
ン
ダ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
尺
所
二
四
五
番
地
一

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
三
〇
〇
八
三
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

指
定
通
所
介
護
事
業
所

ま
ご
こ
ろ

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
高
屋
町
一
五
一
一
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ま
ご
こ
ろ

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
高
屋
町
一
五
一
一
番
地
一

三

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
七
〇
〇
六
五
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

令
和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
結

２

所
在
地

和
気
郡
和
気
町
日
笠
下
六
八
九
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
結
の
家

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
日
笠
下
五
八
六
番
地

三

指
定
年
月
日

令
和
三
年
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
二
三
〇
〇
〇
三
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
号

令
和
三
年
岡
山
県
告
示
第
一
号
（
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
に
伴
う
家
畜
等
の
移
動
の

禁
止
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
八
六
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

倉
敷
市
真
備
町
妹
字
辻
本
一
四
五
三
番
二
地
先

新

四
七
・
二

か
ら

一
三
・
三
～

倉
敷
市
真
備
町
妹
字
辻
本
一
四
七
二
番
一
地
先

二
一
・
〇

ま
で

倉
敷
市
真
備
町
妹
字
辻
本
一
四
五
三
番
二
地
先

旧

四
七
・
二

か
ら

一
三
・
三
～

倉
敷
市
真
備
町
妹
字
辻
本
一
四
七
二
番
一
地
先

一
三
・
五

ま
で

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

四
八
六
号

倉
敷
市
真
備
町
妹
字
辻
本
一
四
五
三
番
二
地
先
か
ら

令
和
三
年
一

道

倉
敷
市
真
備
町
妹
字
辻
本
一
四
七
二
番
一
地
先
ま
で

月
八
日

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



〔
一
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国
地
方
整
備
局
鳥
取
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

英
田
郡
西
粟
倉
村
坂

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
、

令
和
三
年
一
月
四
日
か
ら
同
年
三

根

三
級
水
準
測
量
）

月
十
五
日
ま
で

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



〔
一
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
早
島
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
。令

和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

終

了

年

月

日

早
島
町

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

令
和
二
年
十
二
月
十
六
日

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



〔
一
六
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
美
作
局

勝
田
郡
勝
央
町
岡
字
大
池
六
一
二
番
一

六
・
〇
〇

五
五
・
五
五

建
第
六
〇
一
七
号

令
和
二
年
十
二
月
二

六
・
〇
〇

三
八
・
一
九

十
五
日

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号



〔
一
七
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
一
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
太
治
郎
開
地

六
・
〇
二

六
二
・
九
七

建
第
二
〇
三
四
号

五
三
二
六
番
一
一
、
五
三
二
六
番
一
一
地

令
和
二
年
十
二
月
二

先
水
路
、
五
三
二
六
番
一
一
地
先
道

六
・
〇
二

三
〇
・
四
三

十
四
日

令和３年１月８日　岡山県公報　第１２２５８号


